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「内部統制システムの基本方針」の一部改訂に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を一部改訂することを

決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。 

 

記 

1. 当社グループにおける取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保

するための体制 

 当社グループは内部統制システムの整備として、コンプライアンス綱領を作成し、またコンプ

ライアンスの基本的遵守事項を掲載した社員手帳を配布し、当社グループ各役員および従業員に

意識付けを行っております。また、当社グループ役員および従業員がコンプライアンスを確実に

実践することを支援・指導する組織として、社長直轄のグループコンプライアンス委員会を設置

し、各社および各部署に対し適宜アナウンスを行っております。 

 また一方、各社「監査室」において内部監査を徹底し、各部各店舗の業務執行に対するチェッ

ク機能の役割を務めております。さらに顧問弁護士、顧問税理士、会計監査人、コンサルタント

等の意見、提案を考慮しながら、当社グループの目指すコンプライアンスの体制を構築して内部

体制を確立し、公正性と透明性を高めることとしております。 

 

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

 当社は、法令・社内規程に基づき、文書等の保存を行っております。 

 また、情報の管理については情報システムセキュリティポリシー、個人情報取扱規程に基づき

対応しております。 

 

3. 当社グループにおける損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 当社グループの経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性があるリスクは季節商

品に対する気候条件、新規店舗開発に関する投資額等があげられます。 

 リスク情報については、当社グループ各役員および従業員が業務執行する際に当社グループ内

外に存在するリスクの把握をし、各会議等へ報告を行い、そのリスクの影響度合いを検討勘案し

ながら対処しており、開示すべき事象が発生した場合には、取締役会にて速やかに開示の検討を

行うこととしております。 



 

4. 当社グループにおける取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 当社グループは、定例の取締役会を原則として月１回開催し、重要事項の決定並びに取締役の

業務執行状況の監督等を行っております。取締役会は業務執行を担当する取締役に、職務分掌に

基づき業務の執行を行わせ、取締役は委任された事項について諸規程に定める機関または手続き

により必要な決定を行っております。これらの規程は、法令の改廃・職務執行の効率化の必要が

ある場合は、随時見直すべきものとしております。 

 取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため、会長、副会長、社長、副社長並び

に営業本部、商品本部、企画・開発本部、管理本部、経営企画室の各取締役および各子会社の社

長が出席する会議を適宜開催し、業務執行に関する基本的事項および重要事項に係る意思決定を

機動的に行っております。 

 なお、経営環境の変化に迅速に対応するため、執行役員制度を導入し、意思決定・監督機能と

業務執行機能の分担を明確にしております。 

 

5. 当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 当社は、当社グループ各社に先に述べたコンプライアンス綱領を配布するとともに、当社の取

締役数名が各社の取締役を兼任することにより、相談・通報体制の範囲をグループ全体としてお

ります。併せて当社グループ全社による会議を定期的に開催し、業務執行に関する基本的事項お

よび重要事項に係る意思決定および伝達を行う場としております。 

 また、各社にコンプライアンス推進担当者を置くとともに、グループコンプライアンス委員会

がグループ全体のコンプライアンスを統括・推進しております。 

 なお、グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と

重要案件についての事前協議を行うこととしております。 

 

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項、並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する監査

役の指示の実効性の確保に関する事項 

 現在、監査役の職務を補助すべき使用人の配置はありませんが、必要に応じて、監査室が適宜

対応することとしております。今後監査役の業務補助のため監査役スタッフを置くこととした場

合、その人事およびその他の取扱いについては、取締役と監査役が事前に協議の上決定すること

としております。 

 

7. 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する事項 

 監査役が、その職務の執行において要すると判断したときは、弁護士、税理士、公認会計士、

コンサルタント等の専門家に意見を求めることができるものとし、その費用及び債務は会社が負

担することとしております。 

 



 

8. 当社グループ取締役、監査役および使用人が当社監査役に報告するための体制、その他の監

査役への報告に関する体制並びにその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するた

めの体制 

 当社グループ取締役、監査役および従業員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を

発見したときは、監査役会の定めるところにより、直ちに監査役会に報告することとしておりま

す。また、報告事項が虚偽であった場合を除き、報告者が当該報告を行ったことを理由として不

利益な処遇を行ってはならないこととしております。 

 各監査役は監査の方針、業務の分担等に従い取締役会その他重要な会議に出席するほか、主要

な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社グループ取締役または

従業員にその説明を求めることとしております。 

 

 

以上 


